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      熊谷市農業委員会第３４回総会議事録 

 

１ 開会・閉会の日時及び場所 

(1) 開会の日時  令和６年５月２８日（火）午後１時３０分 

(2) 閉会の日時  令和６年５月２８日（火）午後２時４０分 

(3) 場   所  めぬま農業研修センター 大会議室 

 

２ 会議を組織する委員の定数 

(1) 定員数  ４７名（農業委員１９名 農地利用最適化推進委員２８名） 

(2) 現在数  ４６名（農業委員１９名 農地利用最適化推進委員２７名） 

 

３ 出欠席の状況及びその氏名   下記のとおり 

(1) 出席数   ４３名 

(2) 欠席数    ３名 

 

農業委員 

議席 出欠 氏  名 議席 出欠 氏  名 

１ 出 木村   進 １１ 出 田中 輝久 

２ 出 森田  豊 １２ 出 柿沼 憲雄 

３ 出 塚田  修 １３ 出 笛木  清 

４ 出 大島  正 １４ 出 栗原 一森 

５ 出 関口 久夫 １５ 出 大鷲 利夫 

６ 出 木部 富次 １６ 出 大野 隆一 

７ 出 金井 和夫 １７ 出 水野  明 

８ 出 神沼 孝治 １８ 出 腰塚菜穂子 

９ 出 権田 久男 １９ 出 上山 豊明 

１０ 出 夏目 亮一 
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農地利用最適化推進委員 

議席 出欠 氏  名 議席 出欠 氏  名 

１ 出 中嶋 儀臣 １５ 欠 関口 明男 

２ 出 西田 茂夫 １６ 出 滝田 法明 

３ 出 根岸  勇 １７ 出 □田 正己 

４ 出 伊藤 由行 １８ 出 岡田 藤寛 

５ 出 野邊 八雄 １９ 出 小崎 信明 

６ 出 福島 清一 ２０ 出 戸森 貫一 

７ 出 石井 芳夫 ２１ 出 長谷川 隼男 

８ 出 稲村 文男 ２２ 出 坂本 三郎 

９ 出 菊地 修一郎 ２３ 欠 田沼 寛央 

１０ 出 漆原 秋夫 ２４ 欠 細田 文男 

１１ － 欠 員 ２５ 出 森  一男 

１２ 出 中島 正樹 ２６ 出 中川 登美夫 

１３ 出 奥野  進 ２７ 出 林  和弥 

１４ 出 小澤 好則 ２８ 出 □野 福司 
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４ 議  事 

 

（１）議 案 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 
 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 
 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 
 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集 
積計画について 

 
議案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定による

農用地利用集積等促進計画(案)に対する意見について 

 
（２）報 告 
 

報告事項（１） 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
 
報告事項（２） 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 
 
報告事項（３） 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 
 
報告事項（４） 農地法第１８条第６項の規定による通知について（合意 

解約） 
 
  報告事項（５） 引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

 
５ 招 集 者   熊谷市農業委員会会長 木部 富次 

 

６ 議事進行状況  別紙のとおり 
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事務局次長 

 

 

 

会長 

 

事務局次長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局次長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただ今から熊谷市農

業委員会第３４回総会を開会いたします。 

それでは、はじめに、木部会長から御挨拶をいただきます。 

 

（ 会長挨拶 ） 

 

ありがとうございました。 

以降の進行につきましては、熊谷市農業委員会総会会議規則第４条

に、会長が議長となる旨、規定されておりますので、木部会長にお願

いいたします。 

 

それでは、着座のまま会議を進めさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

はじめに、本日の総会の委員の出席者数につきまして、事務局より

報告をお願いします。 

 

本日の出席は、農業委員は１９名中１９名であります。また、農地

利用最適化推進委員については２７名中２４名でございます。 

 

事務局より報告がありましたとおり、農業委員の過半数が出席して

おりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定によ

り、本日の総会は成立しました。 

続きまして、議事録署名委員の選出及び書記の任命について、お諮

りいたします。いかが取り計らいましょうか。 

 

（ 議長一任の声あり ） 

 

議長一任の声がありました。 

それでは、議事録署名委員につきましては、 

  １４番 栗原 委員、 

  １５番 大鷲 委員 にお願いいたします。 

 

また、書記には事務局職員を指名します。 

 

それでは議事に入ります。 

本日、審議いたします案件は、 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用 

地利用集積計画について 

議案第５号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規 

定による農用地利用集積等促進計画(案）に対する意
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

見について 

以上、５議案です。よろしく御審議願います。 

 

各議案については概要説明とさせていただき、短時間での審議とし

たいと思いますので、御協力をお願いいたします。 

 

なお、本日は新規就農の方２名に出席をお願いしております。この

ため、議案第４号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農

用地利用集積計画についての議案を最初に審議いただきたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声 ） 

 

それでは、はじめに議案第４号、農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農用地利用集積計画についてを上程し、事務局の説明を

求めます。 

 

【事務局が、議案について概要を説明する。】 

議案第４号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地

利用集積計画について説明いたします。 

議案書８頁から３３頁、議案書資料６頁から２１頁を御覧くださ

い。 

申請件数は２２０件、３５２筆、４９０，６５２．００㎡です。内

訳につきましては、議案書資料の表のとおりです。 

今回の計画は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしているものと考えます。また、本日は新規就農２名にお越しい

ただいております。また、１，０００㎡未満の新規就農が１件ござい

ます。 

 以上、御審議の程、よろしくお願いします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

 特にございません。 

 

それでは、新規就農の方にお出でいただいておりますので、まず議

案番号１９２から１９４を先に審議いたします。申請人、○○○○氏

の入室を認めます。 

 

（ 申請人 ○○○○氏 入室 ） 

 

 本日は、お忙しいところ大変御苦労様です。 

 新たに農業経営を行いたいとのことですが、営農計画などについて
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申請人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

根岸委員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

大鷲委員 

 

 

 

 

説明をお願いします。 

  

 御紹介いただきました○○○○と申します。本日は営農計画書に基

づいて説明をしたいと存じます。まず、就農動機ですが、○○○○に

勤め、○○まであと○○を迎える中で、○○〇を過ぎても働ける場が

欲しいと思い、○○〇で○○○○○○○○へ入学しました。また、人

を雇わず、人に雇われず経営をしたいと思い、家族を説得し就農を決

めました。次に農業経験ですが、○○○○〇○○○○〇へ入学し、○

○○○を専攻しました。○○〇○○〇○○○○、○○○○〇○○〇、

○○○○〇○○など様々な資格を取得し、○○○○からは○○○○○

○○○○○において○○○○〇として働いています。 

 ○○○○○○〇から○○にかけて○○〇を引退された農家に教え

を請い、作業場をお借りして○○〇○○〇ほど出荷をしました。現在

は○○〇の○○○○○○に入れてもらい、指導を受けながら農作業を

行っています。 

 経営規模は○○○○〇㎡で去年は○○ａを○○〇、その他は○○、

○○○○〇、○○など少量多品種を栽培しました。〇〇○○○○、そ

の他の野菜は○○〇○○〇に出荷をしました。労働力は私一人で行っ

ています。今年は〇を中心に○○〇、○○〇などの野菜を少量多品種

で栽培する予定です。基本装備は○○○○〇、○○○○〇などになっ

ています。今後については、○○後に○○○○を○○するのを機会に

○○〇ほど面積を増やして経営基盤を強化したいと考えています。以

上で説明を終わります。 

 

 どうもありがとうございました。それでは申請人の営農計画等につ

いて質疑等ございましたらお願いします。質疑等ございませんか。 

 

 申請人への質問ではないですが、５０歳を境に新規就農の補助金が

出なくなるようですので制度の拡充を要望したいと思います。 

 

 他に質疑、意見等もないようです。本日は大変ご苦労様でした。申

請人の方は退室をお願いいたします。 

 

 （ 申請人 ○○○○氏 退室 ） 

 

地元の農業委員であります大鷲委員から何か御意見がありました

らお願いします。 

 

 気持ちがしっかりとしており、１年前から自身でやってみて何とか

なりそうだ、ということで新規就農に至っています。周りにも支援を

する農家がたくさんおり、本人の気持ちさえ変わらなければしっかり

やっていけるものと思います。皆さんの御支援をお願いします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

金井委員 

 

 

申請人 

 それでは、議案番号１９２から１９４について、質疑、意見等を求

めます。質疑、意見等ございませんか。 

 

 特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

 議案第４号における議案番号１９２から１９４について、本案を承

認するに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

 （ 挙手全員 ） 

 

 挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認するも

のと決しました。 

 

 続きまして、もう一件、新規就農の方の案件である議案第４号にお

ける議案番号２８１につきまして先に審議をいたします。申請人、

○○○○氏の入室を認めます。 

 

（ 申請人 ○○○○氏 入室 ） 

 

 本日は、お忙しいところ大変御苦労様です。 

 新たに農業経営を行いたいとのことですが、営農計画などについて

説明をお願いします。 

 

 御紹介いただきました○○○○と申します。営農計画書に沿って説

明をいたします。現在、○○〇〇○○○○○○〇○○○○です。○○

○○出身で○○〇○○を卒業後、○○○○〇○○〇働いた後退職し、

○○〇○○○○などを経て昨年○○○○○○○○に入学しました。○

○○○を専攻し、○○品目ほどを栽培しました。同時並行で就農地に

て○○品目ほどを栽培し収穫調整、学校内にて○○○○などを通じて

一連の流れを学びました。 

 今後は○○〇からスタートし、○○後までに○○〇に拡大を予定し

ています。初年度は○○品目、将来的には○○品目程度の少量多品目

の○○○○を目指しています。出荷先は○○や○○〇、○○〇などを

考えています。また、余剰品や廃棄を少なくするために○○○○○○

〇の経営も考えています。まずは自身の栽培技術、経営能力を向上さ

せ安定的な収入を目指します。 

 

 どうもありがとうございました。それでは申請人の営農計画等につ

いて質疑等ございましたらお願いします。質疑等ございませんか。 

 

 農業経営費を見ると、○○○○ほどの○○となっているが、どのよ

うにお考えですか。 

 

 本計画年度については、高価な○○○○〇などを初期投資として購



 
8

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

戸森委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入しそれが減価償却に跳ね返るのでこうした数字になっています。○

○後に○○○○し、○○後には○○○○程度の利益が上がるようにし

ていきたいと考えています。 

 

 他に質疑、意見等もないようです。本日は大変ご苦労様でした。申

請人の方は退室をお願いいたします。 

 

 （ 申請人 ○○○○氏 退室 ） 

 

地元の推進委員であります戸森委員から何か御意見がありました

らお願いします。 

 

 ○○〇に近所に○○氏が○○〇○○したことがきっかけで知り合

いました。○○○○○○〇を始める希望をもっているとのことで、自

身で育てた野菜を出したいが経験も技術もない、とのことであったの

で○○○○〇を紹介しました。○○間技術等を学び並行して自身でも 

ほ場で様々な品種を栽培していました。多品種としている理由を尋ね

たところ、試行錯誤をして適したものを見つけたいとのことでした。

収穫物は○○〇に出すなどしており、地元としてもチームを組んで応

援しているところです。こうした事情ですので皆さんも御支援をお願

いします。 

 

 それでは、議案番号２８１について、質疑、意見等を求めます。質

疑、意見等ございませんか。 

 

 （ なしの声 ） 

 

 特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

 議案第４号における議案番号２８１について、本案を承認するに賛

成の委員の挙手を求めます。 

 

 （ 挙手全員 ） 

 

 挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認するも

のと決しました。 

続きまして、議事参与の制限に係る案件がございますので、先に審議

いたします。 

議案番号１９５については、借受人が○○委員でありますので、○

○委員は一時退席をお願いいたします。 

 

（ ○○委員 退席 ） 

 

それでは、議案番号１９５について、質疑、意見等を求めます。質
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第４号における議案番号１９５について、本案を承認するに賛成

の委員の挙手を求めます。 

 

 （ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。 

○○委員は、入室をしてください。 

 

（ ○○委員 入室 ） 

 

続きまして、議案番号２６６については、借受人が○○委員であり

ますので、○○委員は一時退席をお願いいたします。 

 

（ ○○委員 退席 ） 

 

それでは、議案番号２６６について、質疑、意見等を求ます。質疑、

意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第４号における議案番号２６６について、本案を承認するに賛成

の委員の挙手を求めます。 

 

 （ 挙手全員 ） 

  

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。 

○○委員は、入室をしてください。 

 

（ ○○委員 入室 ） 

 

続きまして、ただいま審議いたしました、新規就農に係る議案番号

１９２から１９４及び２８１並びに議事参与の制限に係る案件以外

について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第４号における新規就農に係る議案番号１９２から１９４及び

２８１並びに議事参与の制限に係る案件以外について、本案を承認す

るに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

 （ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。 

 

次に、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についてを

上程し、事務局の説明を求めます。 

 

議案書は１ページから２ページ、議案書資料については 1ページか

ら２ページを御覧ください。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請については全８件

の申請となっており、取引額、現地確認等は資料に記載してあるとお

りです。 

全案件とも譲受人の経営する全ての農地は適正に管理されており、

機械の保有状況、従事日数から、今後についても効率的に利用されて

いくものと思われ、農地法第３条第２項の各号については、全件、許

可要件の全てを満たしております。 

説明は以上となります。御審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

１件いただいておりますので御説明させていただきます。 

御質問いただいた案件を御説明するにあたって議案書 1ページの議

案第 1号の申請番号３及び議案書４ページ、議案第３号の議案番号３

を御覧ください。 

いただいた質問は「同一の譲受人が農地法第３条許可及び同法５条

許可の申請が同時に申請されているが支障がないか」という御質問で

ございます。 

結論から申し上げますと、法令上支障ありません。この案件の申請

経緯としましては、譲受人は○○○○〇で○○○○〇○○〇○○○○

している方で、○○○○内に設けていた○○〇○○〇○○○○を○○

〇○○〇○○〇とするため、元々○○○○に置いていた○○〇〇○

○、○○○○〇〇○○を申請地の農地に移す計画が本件の農地法第５

条許可の案件となります。ただし、先に申し上げた○○○○に対して

本件申請農地の○○〇○○○○〇ため、必要最低限の範囲で分筆し転

用という形になりますが、譲渡人は○○〇○○〇ではなく、○○○○
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

○○〇〇という話であったため、残農地部分について農地法３条許可

を受けて○○○○〇の農地として利用していくものです。 

なお、譲受人の苗字の「○○」の「〇」の字が農地法第３条許可と

同法５条の許可で常用字と異体字の違いがございます。これについ

て、農地法５条許可は添付資料に住民票を求めており、その表記通り

に修正を求めますが、同法３条許可においては添付書類に住民票を求

めておらず、申請人が記載してきた表記のまま取り扱うことを通常と

しております。この違いは申請上の不備等に該当いたしません。 

回答は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、本案について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等

ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、本案を

許可するに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可すべき

ものと決しました。 

 

次に、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請についてを

上程し、事務局の説明を求めます。 

 

議案書の３ページ、議案書資料の３ページをご覧ください。 

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請については２件

で、内容は「農業用倉庫」、「農業用機械、資材等の置場」です。農地

区分や申請事由等は、議案書資料に記載のとおりです。 

以上、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

特にございません。 

 

それでは、本案について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等

ございませんか。 

 

 （ なしの声 ） 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、本案を

許可相当とするに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。 

 

次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請についてを

上程し、事務局の説明を求めます。 

 

議案書の４ページから、議案書資料も４ページからをご覧くださ

い。 

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請については全１５

件、内訳は、「自己用住宅」９件、「住宅敷地拡張」１件、「資材置場・

駐車場」３件、「駐車場敷地拡張」１件、「太陽光発電施設」１件です。

農地区分や事業の概要等は、議案書資料に記載のとおりです。 

ここで議案番号１４について補足説明がございます。 

本件の譲受人は、○○○○○○に○○〇○○○○を目的に○○○○

○○○○〇を受けたものの、○○〇〇○○○○○○○○○○○○〇○

○○○〇しました。そのため、○○○○○○〇○○○○〇、○○○○

○○○○、○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇〇○○○○○○○○○○

〇、○○〇○○○○〇○○がありました。 

○○にはなりますが、同一の譲受人から○○〇〇○○に○○〇○○

○○を目的に○○された○○○○〇の○○についても、既に○○〇へ

○○○○○○〇されておりますが、○○〇○○○○○○○○○○とな

っております。 

しかしながら、本申請に○○○○〇、○○○○○○○○○○〇なる

○○〇○○〇、○○○○○○○○○○についても○○〇○○ことが見

込まれております。 

そのため、議案番号１４については、同譲受人の○○○○○○○○

○○があることから、「○○○○○○○○○○〇〇○○〇○○○○〇

〇○○○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇○○○○○○○○○○〇○

○〇○○〇○○○○○○〇」との条件を付していただいた上で御審議

いただくことが妥当であると考えております。 

以上、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

議案番号３について１件いただいております。すでに議案第１号に

て事務局より説明をしたとおり、同一の譲受人から農地法第３条許可
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塚田委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び同法第５条許可の申請が同時に申請されておりますが、法令上支

障ありません。 

回答は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 

議案番号１４については、事務局説明のとおり、○○○○〇○○に

おいて埼玉県から○○○○を求められているとのことでありますの

で別に審議いたします。 

事務局からは、○○○○○○○○○○○○○○○○〇ことから、「○

○○○○○○○○○○○○○〇○○○○〇○○○○○○○○〇○○

○○○○○○〇○○○○○○○○〇○○○○〇○○〇○○○○○○」

との条件を付して許可相当とすることが妥当ではないか、との説明が

ありました。 

 

それでは、本案について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等

ございませんか。 

 

２点質問します。１点目、すでに現地には許可済みの標識が掲げら

れております。これについて説明をお願いします。２点目、排水につ

いて、きちんと手続きを踏むようになっているか伺います。 

 

１点目の許可標識につきましては農転の許可標識ではなく、○○○

○〇に係るものと思われます。農転の許可標識については我々が作成

するものであり、まだ当該地のものは作成しておりません。 

２点目につきましては、御指摘の点につきまして書類受付の際にも

適切に対応するよう指導をしているところでございます。 

 

他に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第３号の議案番号１４について、「○○○○○○○○○○○○

○○〇○○○○〇○○○○○○○○〇○○○○○○○○〇○○○○

○○○○〇○○○○〇○○〇○○○○○○」との条件を付して許可相

当とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、「○○○○○○○○○○

○○○○〇○○○○〇○○○○○○○○〇○○○○○○○○〇○○

○○○○○○〇○○○○〇○○〇○○○○○○」との条件を付して原

案のとおり許可相当とすべきものと決しました。 

 

続きましてただいま審議いたしました議案番号１４以外の案件に

ついて審議いたします。 

 

それでは、本案について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等
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西田委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ございませんか。 

 

２点あります。まず、１点目、議案番号９の○○〇及び〇○○○○

〇についてもう少し詳しく説明をお願いします。次に２点目、議案番

号１２について、こちらも○○〇ですが、今あるものを○○〇として

利用するとありますが、○○〇の内容について教えてください。 

 

議案番号９につきましては、もともとの○○〇が○○○○でかなり

○○○○〇○○○○〇もので、○○の○○の農地について了解が取れ

たので、○○○○と○○○○を置くものとして申請を受けています。 

 また、議案番号１２につきましては、○○〇○○○○及び〇○○〇

○○○○とするとされております。 

 

他に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第３号における議案番号１４以外の案件について、本案を許可

相当とするに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。 

 

次に、議案第５号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条

の規定による農用地利用集積等促進計画(案)に対する意見について

を上程し、事務局の説明を求めます。 

 

議案書の３４頁から３９頁までと議案書資料の２２頁を御覧くだ

さい。議案第５号農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規

定による農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について、御

説明いたします。 

今回の促進計画は、小原地区、奈良地区、上新田・三本地区、中条

地区、津田・向谷地区、下川上地区、善ケ島地区、津田新田・屈戸地

区、中曽根地区の９地区の案件について審議していただきます。 

貸借内容につきましては、議案書及び議案書資料のとおりとなって

おりますので、御確認ください。 

今回の農用地利用集積等促進計画（案）で設定する５８筆は、農地

のすべてを効率的に利用し耕作等を行うこと、周辺の農地利用への影

響がないこと、必要な農作業に常時従事することを考慮し作成してお

り、各要件を満たしていると考えます。 

説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 



 
15

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特にございません。 

 

それでは、議事参与の制限に係る案件がございますので、先に審議

いたします。 

 

議案番号８については、借受人が○○〇○○○○○○でありますの

で、○○委員は一時退席をお願いいたします。 

 

（ ○○委員 退席 ） 

 

それでは、議案番号８について、質疑、意見等を求めます。質疑、

意見等ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第５号における議案番号８について、本案を承認するに賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。 

○○委員は、入室をしてください。 

 

（ ○○委員 入室 ） 

 

続きまして、ただいま審議いたしました議事参与の制限に係る案件

以外について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等ございません

か。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第５号における議案番号８以外の案件について、本案を承認する

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏目職務代理 

以上で全議案の審議が終了いたしました。 

続きまして、報告事項（１）から（５）につきましては、「熊谷市

農業委員会事務専決規程」に基づき、専決処分済みの事項であります

ので、御了承をお願いいたします。 

 

以上で本日の議案、報告、全て終了いたしましたので、議長の職を

解かせていただきます。ありがとうございました。 

 

木部会長、ありがとうございました。 

次に次第の６、その他に移らせていただきます。 

 

【金井幹事長から緑の羽根募金協力の提案があり了承、事務局から

令和７年度県農地利用最適化施策に関する意見の提出に対する意見

等報告書（案）、令和７年度農林関係税制改正に関する要望（案）に

ついて提案、了承、大里郡から２名選出される常設委員の選任につい

て、従前は熊谷市、深谷市の会長がその任を担ったが、今後は寄居町

の会長も含めて選任することとなる見込みであることを報告、農地利

用最適化活動強化月間の報告について依頼をそれぞれ行う。】 

 

事務局からは以上ですが、ほかに何かありますでしょうか。 

 

（ なしの声 ） 

 

それでは、閉会の挨拶を夏目会長職務代理にお願いいたします。 

 

 （ 閉会の挨拶 ） 

 

ありがとうございました。 
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農業委員会事務局職員 
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